
JP 2019-201616 A 2019.11.28

10

(57)【要約】
【課題】ケーシングの歯切れや皮残りに関する食感改良効果により優れた、新たなケーシ
ング用の食感改良剤を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明は、糖質を含む溶液である、ケーシングの歯切れ又は皮残り改良剤を
提供する。本発明は、ケーシングを糖質水溶液に浸漬する工程を含む、歯切れ又は皮残り
が改良されたケーシングの製造方法を提供する。本発明は、ケーシングを糖質水溶液に浸
漬する工程、及び浸漬処理されたケーシングに調味肉を充填する工程を含む、歯切れ又は
皮残りが改良されたケーシングを有するソーセージの製造方法を提供する。本発明は、ケ
ーシングを糖質水溶液に浸漬することにより、ケーシングの歯切れ又は皮残りを改良する
方法を提供する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　糖質を含む溶液である、ケーシングの歯切れ又は皮残り改良剤。
【請求項２】
　ケーシングが天然ケーシングである、請求項１に記載のケーシングの歯切れ又は皮残り
改良剤。
【請求項３】
　糖質が５００～１００００の平均分子量を有する、請求項１又は２に記載のケーシング
の歯切れ又は皮残り改良剤。
【請求項４】
　溶液の糖質濃度が５～３０％（ｗ/ｖ）である、請求項１から３のいずれか一項に記載
のケーシングの歯切れ又は皮残り改良剤。
【請求項５】
　ケーシングを糖質水溶液に浸漬する工程を含む、歯切れ又は皮残りが改良されたケーシ
ングの製造方法。
【請求項６】
　糖質水溶液に浸漬されるケーシングが脱塩処理された天然腸である、請求項５に記載の
ケーシングの製造方法。
【請求項７】
　糖質水溶液中の糖質が５００～１００００の平均分子量を有する、請求項５又は６に記
載のケーシングの製造方法。
【請求項８】
　糖質水溶液の糖質濃度が５～３０％（ｗ/ｖ）である、請求項５から７のいずれか一項
に記載のケーシングの製造方法。
【請求項９】
　請求項５から８に定義のケーシングを糖質水溶液に浸漬する工程、及び
浸漬処理されたケーシングに調味肉を充填する工程を含む、
歯切れ又は皮残りが改良されたケーシングを有するソーセージの製造方法。
【請求項１０】
　ケーシングを糖質水溶液に浸漬することにより、ケーシングの歯切れ又は皮残りを改良
する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規なケーシングの食感改良剤、食感が改良されたケーシングの製造方法、
食感が改良されたケーシングを有するソーセージの製造方法及びケーシングの食感改良方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ソーセージやハムは、調味された肉をケーシングに充填し、燻煙・加熱処理を行うこと
で製造される。ケーシングとしては、羊や豚の腸などを使った天然ケーシングに加え、コ
ラーゲン、セルロース、プラスチックなどを原料とする人工ケーシングも用いられている
。
【０００３】
　ソーセージのケーシングには、歯切れが良く、咀嚼によるケーシング断片が口に残らな
いことが求められる。天然ケーシングは、一般的に人工コラーゲンケーシングと比較して
硬さがあり、歯切れが悪く、咀嚼した後にケーシング断片が口内に残る傾向が強く、特に
品質改良の余地がある。
【０００４】
　これに対して、酸性もしくはアルカリ性の温水処理、酵素処理、又は乳化剤等による処
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理を施すことにより、ケーシングの食感を改良する技術が知られている。例えば、特許文
献１は、天然腸の乾燥物又は塩蔵物を復元処理した後、食品用乳化剤を含有する溶液に浸
漬することを特徴とする改質された天然腸の製造方法を開示する。特許文献２は、ソーセ
ージの練り肉を天然腸ケーシングに充填したものを、ｐＨ２～５の酸性、あるいはｐＨ８
～１０．５のアルカリ性に調整した温水で処理し、その後これを常法により熱処理するこ
とを特徴とする歯切れの良い軟らかな天然腸ケーシングをもつソーセージの製造法を開示
する。特許文献３は、コラーゲンを有する基材により食材を包装する食用ケーシングにお
いて、当該基材が、酵素処理されたものであることを特徴とする食用ケーシングを提供す
る。特許文献４は、部位特異的に切断するプロテアーゼを有効成分とするケーシングの改
質剤を提供する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１６６７３１号公報
【特許文献２】特開平０８－２４２８１７号公報
【特許文献３】特開２００５－１３０７７９号公報
【特許文献４】特開２０１６－５２３０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記技術でも、ケーシングの歯切れが悪い点や、ケーシング断片が口内に残る
点については、十分な食感改良効果が得られていないという問題があった。また、上記技
術に比較して、より簡単な工程で、より低コストで食感の改善を行うことが求められてい
た。
【０００７】
　このような状況に鑑み、本発明は、ケーシングの歯切れや皮残りに関する食感改良効果
により優れた、新たなケーシング用の食感改良剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、糖質がケーシングの
食感を改良する効果を有すること、及び糖質の溶液にケーシングを浸漬することによりケ
ーシングの食感が改良されることを見出し、本発明を完成するに至った。
　具体的に、本発明は、以下の[１]から[１０]を提供する。
[１]  糖質を含む溶液である、ケーシングの歯切れ又は皮残り改良剤。
[２]  ケーシングが天然ケーシングである、[１]に記載のケーシングの歯切れ又は皮残り
改良剤。
[３]  糖質が５００～１００００の平均分子量を有する、[１]又は[２]に記載のケーシン
グの歯切れ又は皮残り改良剤。
[４]  溶液の糖質濃度が５～３０％（ｗ/ｖ）である、[１]から[３]のいずれか一に記載
のケーシングの歯切れ又は皮残り改良剤。
[５]  ケーシングを糖質水溶液に浸漬する工程を含む、歯切れ又は皮残りが改良されたケ
ーシングの製造方法。
[６]  糖質水溶液に浸漬されるケーシングが脱塩処理された天然腸である、[５]に記載の
ケーシングの製造方法。
[７]  糖質水溶液中の糖質が５００～１００００の平均分子量を有する、[５]又は[６]に
記載のケーシングの製造方法。
[８]  糖質水溶液の糖質濃度が５～３０％（ｗ/ｖ）である、[５]から[７]のいずれか一
に記載のケーシングの製造方法。
[９]  [５]から[８]に定義のケーシングを糖質水溶液に浸漬する工程、及び
浸漬処理されたケーシングに調味肉を充填する工程を含む、
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歯切れ又は皮残りが改良されたケーシングを有するソーセージの製造方法。
[１０]  ケーシングを糖質水溶液に浸漬することにより、ケーシングの歯切れ又は皮残り
を改良する方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の食感改良剤を用いることで、低コストでソーセージ用のケーシングの食感を改
良することができる。また、簡単な方法で、ケーシングの食感が改良されたソーセージを
製造することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下に記載する本発明の説明は、代表的な実施形態や具体例に基づいてなされることが
あるが、本発明はそのような実施形態に限定されるものではない。なお、本明細書におい
て「～」を用いて表される数値範囲は「～」の前後に記載される数値を下限値および上限
値として含む範囲を意味する。
【００１１】
　本発明は、糖質を含む溶液である、ケーシングの食感改良剤を提供する。より具体的に
は、本発明は、糖質を含む溶液である、ケーシングの歯切れ又は皮残り改良剤を提供する
。本発明の食感改良剤を用いてケーシングを処理することにより、咀嚼時のケーシングの
歯切れを向上することができ、咀嚼後の皮残りが少なくなるように改良することができる
。また、本発明において、皮とはケーシング又は咀嚼によるケーシング断片を指す。皮残
りは、咀嚼によるケーシング断片が、咀嚼後に口内に残ることを指す。本明細書では、「
食感改良剤」及び「歯切れ又は皮残り改良剤」を互換可能に使用することができる。一般
的に、食感は、食品を食べたときのかたさ、歯ごたえ、歯切れや舌触りなど物性について
の感覚であり、食品のおいしさを決める重要な要因の一つである。
【００１２】
　本発明に用いるケーシングは、可食性で、食品用に一般的に用いられるものであれば、
特に制限はない。本発明のケーシングは、天然ケーシング及び人工ケーシングを含む。天
然ケーシングは、動物の内臓であり、例えば羊、豚、牛、馬、鶏および兎などの小腸、大
腸、直腸、盲腸、膀胱、食道および胃などを挙げることができる。天然ケーシングは、通
常、流通している塩蔵又は飽和食塩水などの塩漬け品を使用してもよく、又は乾燥品を使
用してもよい。天然ケーシングとして、広く用いられるのは、天然腸である羊腸、豚腸及
び牛腸であり、所望のソーセージの太さにより使い分けることができる。
【００１３】
　ソーセージ製品の太さに関し、ＪＡＳ規格（平成３０年３月２９日農林水産省告示第６
８３号）には、ウインナーソーセージは、羊腸を使用したもの又は製品の太さが２０ｍｍ
未満のもの、フランクフルトソーセージは、豚腸を使用したもの又は製品の太さが２０ｍ
ｍ以上３６ｍｍ未満のもの、及びボロニアソーセージは、牛腸を使用したもの又は製品の
太さが３６ｍｍ以上のものをいうと記載されている。本発明の人工ケーシングとしては、
可食性のコラーゲンケーシングを挙げることができる。本発明のケーシングは天然ケーシ
ングであることが好ましい。本発明によれば、天然ケーシングでも人工ケーシングでも、
その食感を改良することができるが、天然ケーシングでは食感改良の必要性が特に高く、
食感改良効果が顕著に表れるためである。
【００１４】
　本発明の食感改良剤である溶液の糖質濃度は、糖質によるケーシングへの効果を発揮す
ることができ、且つ粘度による作業性への影響が大きくない濃度であれば、特に制限され
ない。本発明の一実施形態では、溶液の糖質濃度が５～３０％（ｗ/ｖ）であることがで
きる。溶液の糖質濃度が５％（ｗ/ｖ）以上であれば、糖質によるケーシングへの効果を
発揮することができ、３０％（ｗ/ｖ）以下とすることで糖質溶液の粘度による作業性へ
の影響を抑えることができる。さらに、本発明のより好ましい実施形態では、溶液の糖質
濃度が１０～２０％（ｗ/ｖ）であることができる。溶液の糖質濃度が１０～２０％（ｗ/
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ｖ）であれば、食感改良効果がより高いためである。本発明において糖質濃度は、糖質の
固形分濃度を表す。
【００１５】
　糖質を溶解する溶媒は、食品用に一般的に用いられるものであれば、特に制限はないが
、水であることが好ましい。水は、糖質の溶解性が高いためである。糖質を含む溶液は、
常法により作製することができ、例えば糖質を水に混合して作製することができる。本発
明の食感改良剤は、糖質に加えて、防腐剤や乳化剤などの添加物を含むことができる。
【００１６】
　本発明の食感改良剤に含まれる糖質の種類に特に制限はなく、食品に用いることのでき
る任意の糖質を用いることができる。例えば、単糖（グルコース、ガラクトース、マンノ
ース、アラビノース、キシロース、フラクトース、プシコース、ソルボース、タガトース
など）、二糖（スクロース、マルトース、イソマルトース、ラクトース、トレハロース、
ニゲロース、ゲンチオビオース、マルツロース、イソマルツロースなど）、オリゴ糖（マ
ルトトリオース、パノース、イソマルトトリオース、マルトオリゴ糖、イソマルトオリゴ
糖、ニゲロオリゴ糖、ゲンチオオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、マンノ
オリゴ糖、キシロオリゴ等、シクロデキストリンなど）、多糖（グルカン、デキストリン
、デキストラン、プルランなど）を用いることができる。本発明の食感改良剤は、一種類
の糖質を含むものでもよいし、複数種類の糖質を含むものであってもよい。
【００１７】
　本発明では、糖質として、澱粉分解物または水溶性食物繊維を用いることができる。澱
粉分解物または水溶性食物繊維は、入手しやすく、安価であり、また食感改良効果が高い
ためである。澱粉分解物は、澱粉を酸や酵素で加水分解したものであり、加水分解に加え
て糖転移酵素等により分岐構造を導入したものも含むことができる。澱粉分解物として、
マルトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、デキストリン、分岐デキストリンなどを例示する
ことができる。水溶性食物繊維は、水溶性で消化酵素に耐性を有する糖質であり、難消化
性グルカン、難消化性デキストリン、焙焼デキストリン、ポリデキストロース、イヌリン
、イソマルトデキストリン、デキストラン、水溶性大豆多糖類などを例示することができ
る。難消化性グルカンは、ＤＥ７０～１００の澱粉分解物を加熱処理により縮合反応させ
ることで得られる糖縮合物（加熱縮合物）であり、種々の結合様式で分岐構造が発達した
グルカンであるため水溶性食物繊維画分を豊富に有している。難消化性グルカンとしては
、例えば、「フィットファイバー＃８０」（商品名、固形分濃度７２％のシラップ品、日
本食品化工社製）や、「フィットファイバー＃８０Ｐ」（商品名、粉末品、日本食品化工
社製）を用いることができる。
【００１８】
　本発明の食感改良剤では、糖質が３００以上の平均分子量を有するものであることがで
きる。特定の実施態様では、本発明の食感改良剤に含まれる糖質は、５００～１００００
の平均分子量を有することができる。さらに、平均分子量が７００～５０００の糖質を用
いることが好ましく、平均分子量が１０００～４０００の糖質を用いることがより好まし
く、平均分子量が１２００～３０００の糖質を用いるのが特により好ましい。この範囲の
平均分子量を有する糖質は、食感改良効果が高いためである。なお、本発明において平均
分子量は重量平均分子量を意味し、適切な標準物質を用いたゲル濾過高速液体クロマトグ
ラフィーによって測定された値である。
【００１９】
　本発明の食感改良剤では、糖質が平均分子量５００～１００００の澱粉分解物または水
溶性食物繊維であることができる。さらに、平均分子量が７００～５０００の澱粉分解物
または水溶性食物繊維を用いることが好ましく、平均分子量が１０００～４０００の澱粉
分解物または水溶性食物繊維を用いることがより好ましく、平均分子量が１２００～３０
００の澱粉分解物または水溶性食物繊維を用いるのが特により好ましい。この範囲の平均
分子量を有する澱粉分解物または水溶性食物繊維は、食感改良効果が高いためである。
【００２０】
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　本発明の食感改良剤を用いてケーシングを処理することにより、食感が改良されたケー
シングを得ることができる。また、食感改良剤で処理されたケーシングを使用することで
、食感が改良されたケーシングを有するソーセージを製造することができる。
【００２１】
　本発明による食感改良効果は、官能評価試験により評価することができる。本発明の効
果は、限定的に解釈されるべきではないが、例えば、後述する実施例では、「歯切れの良
さ」と「皮残りの有無」について評価している。評価項目「歯切れの良さ」は、ケーシン
グが、咀嚼時に歯で切断し易いかについての指標である。評価項目「皮残りの有無」は、
ソーセージを咀嚼した後に、咀嚼によるケーシング断片が口内にどの程度残るかについて
の指標である。本発明では、ケーシングが軟らかく、歯で切れやすい場合に高い評価をつ
けることができる。また本発明では、咀嚼後にケーシングが口に残らない場合に高い評価
をつけることができる。本発明は、ケーシングが咀嚼時に歯で容易に噛み切れるように、
咀嚼後にケーシングがほとんど口内に残らないようにケーシングの質を改良することを目
的とするためである。例えば、後述する実施例では、７段階評価（－３点～３点）をした
とき、平均値０点以上であれば、各評価項目について向上しており、食感が改良されてい
ると評価でき、平均値１点以上であれば優れたものであると評価できる。
【００２２】
　本発明による食感改良効果は、さらに応力測定試験などの物性測定により評価し、確認
することができる。食感は、食品を食べたときのかたさ、歯ごたえ、歯切れや舌触りなど
であり、食品の物性と関連するためである。後述する実施例では、破断荷重および歪率を
測定しているが、これらに限らず、テクスチャ試験やクリープ試験などを採用することが
できる。破断荷重はその値が高いほどかたい試料であることを示す。歪率はその値が低い
ほど小さな変形で破断するもろい試料であることを示す。
【００２３】
　本発明は、ケーシングを糖質水溶液に浸漬する工程を含む、歯切れ又は皮残りが改良さ
れたケーシングの製造方法を提供する。本発明の製法に用いるケーシング、糖質水溶液を
作製するための糖質及び糖質水溶液は上述のものを用いることができる。
【００２４】
　本発明のケーシングの製造方法において、糖質水溶液に浸漬されるケーシングは、脱塩
処理された天然ケーシング（例えば、天然腸）であることができる。すなわち、ケーシン
グを糖質水溶液に浸漬する工程の前に、塩蔵又は飽和食塩水などの塩漬けのケーシングの
塩抜き工程（脱塩処理）を含むことができる。脱塩処理は、流水中、又は溜め水の場合は
水を換えて、ケーシングをよく洗浄することにより実施することができる。
【００２５】
　ケーシングを糖質水溶液に浸漬する工程において、ケーシングを糖質水溶液に浸漬する
温度（糖質水溶液の液温）は、特に制限されないが、約１℃から常温（１５～２５℃）ま
でであることができ、約１～１０℃であることが好ましい。温度が高くなれば（例えば約
２５℃以上）、ケーシングが腐敗する恐れがあるためである。ケーシングを糖質水溶液に
浸漬する時間は、浸漬温度と相関があり一概に言えないが、０．５～２４時間程度である
ことができる。約１～１０℃の温度では、２～２４時間程度が好ましい。
【００２６】
　糖質水溶液の糖質濃度は、特に制限はないが、例えば５～３０％（ｗ/ｖ）とすること
ができる。糖質水溶液の濃度が５％（ｗ/ｖ）以上であれば、糖質が有するケーシングへ
の効果を発揮することができ、３０％（ｗ/ｖ）以下とすることで糖質水溶液の粘度によ
る作業性への影響を抑えることができる。さらに、本発明に用いる糖質水溶液の糖質濃度
は、１０～２０％（ｗ/ｖ）とすることが好ましい。糖質濃度が１０～２０％（ｗ/ｖ）で
あれば、食感改良効果が高いためである。糖質水溶液は、防腐剤や乳化剤などの添加物を
含むことができる。本発明の糖質水溶液として、一種類の糖質を含む糖質水溶液を用いて
もよく、複数種類の糖質を含む糖質水溶液を用いてもよい。
【００２７】
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　ケーシングを糖質水溶液に浸漬する手法も特に制限はなく、ケーシングが十分に糖質水
溶液に接触できる手法であればよい。糖質水溶液をケーシングに浸漬する手法としては、
例えば、ケーシングが完全に浸漬する量の糖質水溶液中に静置してもよく、または糖質水
溶液とケーシングが十分に接触するように水溶液を断続的又は連続的に撹拌してもよい。
また、塩漬けされたケーシングの水洗時に糖質水溶液に浸漬することができる。すなわち
塩漬けされたケーシングの水洗作業を糖質水溶液で行うことにより、塩抜きと同時に浸漬
処理を施すことができるため、作業効率などの面で好ましい。
【００２８】
　ケーシングを糖質水溶液に浸漬する工程は、調味肉や練り肉などをケーシングに充填す
る前に実施してもよく、またはケーシングに調味肉や練り肉などを充填した後に実施して
もよい。本発明の好ましい実施態様では、ケーシングを糖質水溶液に浸漬する工程は、調
味肉や練り肉などをケーシングに充填する前に実施される。本発明の食感改良効果を十分
に得るためであり、肉の調味を糖質水溶液の影響で損なわないためである。
【００２９】
　本発明は、上記ケーシングを糖質水溶液に浸漬する工程、及び浸漬処理されたケーシン
グに調味肉を充填する工程を含む、歯切れ又は皮残りが改良されたケーシングを有するソ
ーセージの製造方法を提供する。本発明の製法に用いるケーシング、糖質水溶液を作製す
るための糖質及び糖質水溶液は上述のものを用いることができる。
【００３０】
　浸漬処理されたケーシングに調味肉を充填する工程は、ソーセージ作製に一般的に使用
されている器具（例えば、ソーセージスタッファー）を使用して実施することができる。
調味肉の原料としては、ソーセージに通常用いられる一般的な原料であれば特に制限はな
く、豚肉、牛肉、鶏肉、羊肉、馬肉、魚肉などの肉類、香辛料、調味料、澱粉、食塩、結
着補強剤、酸化防止剤、保存料などが挙げられる。
【００３１】
　調味肉を充填したソーセージは、一般的なソーセージの作製方法に基づき、乾燥、燻煙
、及び加熱（ゆでる、蒸煮、焼く等）処理を経て、完成品となる。本発明のソーセージの
製造方法で作製されたソーセージは、乾燥、燻煙処理を省くことができる場合がある。ケ
ーシングを糖質水溶液に浸漬する工程により、ケーシングの質が改良され、歯切れ良く且
つ皮残りが少ないものとなっているためである。
【００３２】
　本発明のソーセージの製造方法により、ウインナーソーセージ、フランクフルトソーセ
ージ、ボロニアソーセージなど各種ソーセージを製造することができ、いずれの種類のソ
ーセージでも、歯切れ又は皮残りが改良されたケーシングを有するソーセージを製造する
ことができる。
【００３３】
　本発明はさらに、ケーシングを糖質水溶液に浸漬することにより、ケーシングの歯切れ
又は皮残りを改良する方法（以下、食感改良方法）を提供する。本発明の食感改良方法に
用いるケーシング、糖質水溶液を作製するための糖質及び糖質水溶液は上述のものを用い
ることができる。また、浸漬方法、脱塩処理も上述の通り適宜実施することができる。
【００３４】
　本発明のソーセージの製造方法により製造されたソーセージは、歯切れが非常によく、
軟らかく、皮が口に残りにくいケーシングを有することができる。本発明者らは、驚いた
ことに、難消化性グルカン（平均分子量２０００）の水溶液で処理したケーシングを用い
て作製したソーセージが、ケーシングの歯切れが非常によく、軟らかく、口内にほとんど
残らないことを見出した。また、平均分子量９００、１７００及び８５００のデキストリ
ンの水溶液で処理したケーシングを用いて作製したソーセージが、ケーシングの歯切れが
よく、口に残りにくいことも見出した。本発明は特定の理論に限定されるものではないが
、例えば食感改良剤として用いられる糖質の働きにより、ソーセージ作製の加熱処理等に
よるケーシングに含まれるコラーゲンのゲル化が緩和または抑制される可能性がある。
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【実施例】
【００３５】
　以下に実施例を挙げて本発明の詳細を説明するが、本発明は以下のこれらの例に限定さ
れるものではない。
【００３６】
ケーシングの浸漬処理
　ニュージーランド産の塩漬けの羊腸（直径１６～１８ｍｍ）を脱塩処理するため、流水
中でよく洗浄した。水気をきった後、水または各種糖質の１５％（ｗ/ｖ）水溶液（以下
、浸漬液）に一晩浸漬した。浸漬液に使用した糖質は、砂糖（平均分子量３４２）、デキ
ストリン（平均分子量９９０；パインデックス＃４、松谷化学工業社製）、デキストリン
（平均分子量１７００；パインデックス＃２、松谷化学工業社製）、及びデキストリン（
平均分子量８５００；パインデックス＃１００、松谷化学工業社製）並びに難消化性グル
カン（平均分子量２０００；フィットファイバー＃８０、日本食品化工社製）である。
【００３７】
ソーセージ作製
　豚うで肉と豚脂肪を直径約６ｍｍにチョッピングし、これに表１に示した配合量で塩漬
剤、調味料、澱粉、および氷水の順に添加し、ミキサー（ケンウッド社製）で混合して、
肉混合物を作成した。なお、混合処理は、各材料を配合するたびに３０秒間実施した。そ
の後、肉混合物を冷蔵庫で３時間静置したのち、真空包装機を用いて脱気した。１６０～
１９０ｇの肉混合物を、上記の水または各種糖質水溶液に浸漬したケーシング（羊腸、約
６０ｃｍ）に、７～８ｃｍ毎にリンキングを行いながら、スタッファーを用いて充填した
。次に、乾燥処理（６０℃で３０分）、燻煙処理（６０℃で３０分）、蒸煮処理（芯温７
５℃達温）の順で処理を行うことでソーセージを作製した。作製したソーセージは冷却し
、官能評価試験を行うまで冷蔵庫（庫内温度４℃）で保存した。
【００３８】
【表１】

【００３９】
　浸漬処理に用いた浸漬液が異なるケーシングを用いて、上記の手順で、以下のソーセー
ジを作製した。
比較例１：水に羊腸を浸漬したケーシングを用いたソーセージ。
実施例１：１５％砂糖水溶液に羊腸を浸漬したケーシングを用いて作製したソーセージ。
実施例２：１５％デキストリン（平均分子量９９０）水溶液に羊腸を浸漬したケーシング
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を用いて作製したソーセージ。
実施例３：１５％デキストリン（平均分子量１７００）水溶液に羊腸を浸漬したケーシン
グを用いて作製したソーセージ。
実施例４：１５％難消化性グルカン水溶液に羊腸を浸漬したケーシングを用いて作製した
ソーセージ。
実施例５：１５％デキストリン（平均分子量８５００）水溶液に羊腸を浸漬したケーシン
グを用いて作製したソーセージ。
【００４０】
官能評価試験
　上記ソーセージについて、ケーシングの食感を、８名のパネラーによる官能評価試験に
より、評価した。８名のパネラーは、日本食品化工株式会社の研究所に所属する選抜され
た評価員である。結果は、８名の評価点の平均値である。
　評価項目を、「歯切れの良さ」及び「皮残りの有無」に設定した。
　冷蔵庫から取り出し、７５℃の湯で５分間ボイルした比較例１及び実施例１から５のソ
ーセージを、それぞれパネラー一人に付き一本試食して、各評価項目について評価した。
【００４１】
（１）「歯切れの良さ」は、ケーシングが、歯により切断し易いかについての指標である
。
[歯切れの良さの評価基準]
　糖質水溶液の代わりに水に羊腸を浸漬した比較例１を０点として－３点～３点の７段階
で評価した。評価点が高いほど、軟らかく容易に歯で切断しやすいことを示す。平均値が
０点以上であれば、歯切れの良さが改良されていると評価できる。
得点　　評価内容
３　　　比較例１のソーセージのケーシングが有する歯切れに比較して、かなり軟らかい
　　　　歯切れ。
２　　　比較例１のソーセージのケーシングが有する歯切れに比較して、やや軟らかい歯
　　　　切れ。
１　　　比較例１のソーセージのケーシングが有する歯切れに比較して、わずかに軟らか
　　　　い歯切れ。
０　　　比較例１のソーセージのケーシングが有する歯切れを評価の基準とする。
－１　　比較例１のソーセージのケーシングが有する歯切れに比較して、わずかに硬い歯
　　　　切れ。
－２　　比較例１のソーセージのケーシングが有する歯切れに比較して、やや硬い歯切れ
　　　　。
－３　　比較例１のソーセージのケーシングが有する歯切れに比較して、かなり硬い歯切
　　　　れ。
【００４２】
（２）「皮残りの有無」は、ソーセージを咀嚼した後に、ケーシング断片が口内にどの程
度残るかについての指標である。
[皮残りの有無の評価基準]
　糖質水溶液の代わりに水に羊腸を浸漬した比較例１を０点として－３点～３点の７段階
で評価した。評価点が高いほど、咀嚼によるケーシングの断片が口内に残らないことを示
す。平均値が０点以上であれば、皮残りが改良されていると評価できる。
得点　　評価内容
３　　　比較例１のソーセージのケーシングが有する皮残りに比較して、皮残りがかなり
　　　　少ない。
２　　　比較例１のソーセージのケーシングが有する皮残りに比較して、皮残りがやや少
　　　　ない。
１　　　比較例１のソーセージのケーシングが有する皮残りに比較して、皮残りがわずか
　　　　に少ない。
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０　　　比較例１のソーセージのケーシングが有する皮残りを評価の基準とする。
－１　　比較例１のソーセージのケーシングが有する皮残りに比較して、皮残りがわずか
　　　　に多い。
－２　　比較例１のソーセージのケーシングが有する皮残りに比較して、皮残りがやや多
　　　　い。
－３　　比較例１のソーセージのケーシングが有する皮残りに比較して、皮残りがかなり
　　　　多い。
【００４３】
物性測定
　上記ソーセージについて、物性測定を行った。測定項目は、破断荷重及び歪率である。
破断荷重および歪率は、各ソーセージを２０℃に保温後、クリープメーター（株式会社山
電社製　ＲＥ２－３３００５Ｂ）を用いて測定した。破断荷重および破断歪率は、直径３
ｍｍの円柱型プランジャーによって横置きのソーセージに対して垂直に荷重をかけ、プラ
ンジャーがケーシングを突き破る時の破断点における値を用いた。各比較例及び実施例に
ついて、１６サンプルの測定結果の平均値を計算した。
【００４４】
結果
　結果を表２に示す。
【表２】

【００４５】
官能評価試験の結果
　羊腸を水に浸漬した比較例１に比べ、羊腸を糖質水溶液に浸漬した実施例１～５のソー
セージはいずれも、歯切れの良さおよび皮残りの有無の点で向上しており、食感が改良さ
れていることが確認された。歯切れの良さについては、特に実施例３～５で顕著に改良さ
れており、皮残りの有無については、特に実施例２～４で顕著に改良されていた。
【００４６】
　なお、パネラーの具体的評価は次のようなものであった。
　実施例１のソーセージは、歯に弾力を感じ、強く噛むことにより切断することができ、
咀嚼した後は口内に皮が残った。
　実施例２のソーセージは、歯に弾力を感じ、強く噛むことにより切断することができ、
咀嚼した後は口内に皮が少し残った。
　実施例３のソーセージは、歯に弾力を感じるがあまり強く噛まずとも容易に切断するこ
とができ、咀嚼した後は口内に皮が少し残った。
　実施例４のソーセージは、歯で強く噛む感覚なしに切断することができ、咀嚼した後も
口内に皮がほとんど残らなかった。
　実施例５のソーセージは、歯に弾力を感じるが強く噛まずとも容易に切断することがで
き、咀嚼した後は口内に皮が残った。
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物性測定の結果
　クリープメーターによる分析の結果、実施例２～５のソーセージは、破断荷重および／
または歪率に関し、比較例１よりも低い数値が得られた。実施例１のソーセージは、歪率
が比較例１よりも高い数値であったが、破断荷重は比較例１よりも有意に低い数値であっ
た。
　実施例３及び４のソーセージは官能評価で特に高い評価を得たが、これらのソーセージ
の破断荷重、歪率ともに、比較例１よりも有意に低い数値であった。物性測定の結果は、
官能評価の結果と一致するものであった。
【００４８】
　破断荷重はいわゆるかたさと関連する。したがって、ソーセージで測定した破断荷重は
、その数値が低いほどケーシングが軟らかいことを示唆していると考えられる。歪率は、
その値が低いほど小さい変形で破断するもろい試料であることを示す。したがって、ソー
セージで測定した歪率は、その値が小さいほど容易に噛み切りやすいことを示唆している
と考えられる。破断荷重および歪率は、歯切れの良さや皮残りに影響を与える数値である
が、実際には他の多くの物性や要因が食感にかかわっている。ここに記載した物性測定の
結果は、食感を官能評価試験とは異なる手段により、評価したものととらえることができ
る。
【００４９】
糖質濃度の検討
　浸漬液の糖質濃度が１５％以外の場合でも食感改良効果が得られるかを確認するために
、糖質濃度１０％（ｗ/ｖ）、１２％（ｗ/ｖ）および２０％（ｗ/ｖ）とした浸漬液を用
いて実験を行った。糖質濃度以外は、比較例１及び実施例１～５と同様の条件でケーシン
グを浸漬処理し、ソーセージを製造し、官能評価試験を行った。その結果、糖質濃度１０
％（ｗ/ｖ）、１２％（ｗ/ｖ）および２０％（ｗ/ｖ）とした浸漬液を用いた場合でも、
１５％（ｗ/ｖ）の浸漬液を用いた場合と同様に食感改良効果が得られることが確認され
た。
【００５０】
人工コラーゲンケーシング
　さらに、羊腸の代わりに人工のコラーゲンケーシング（＃180、ニッピ社製、直径１８
ｍｍ）を用いた以外は、比較例１及び実施例１～５と同様にソーセージを製造した。これ
らのソーセージの官能評価試験でも、羊腸を用いた場合ほど顕著な効果ではないが、ケー
シングを糖質水溶液に浸漬することにより食感改良効果が得られた。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
　本発明は、食品分野において有用である。本発明の食感改良剤は、ソーセージのケーシ
ングの質を改良するために使用することができる。
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